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AM図においては、家屋調査は該当いたしません。平成２８年度版公共建
築改修標準仕様書（建築設備工事編）第１編１．５．１に記載されている、実
施工程及び施工計画書作成のための調査と考えてください。
但、Ａ図内表記されている下部水処理棟（土木構造物）天井スラブの施工
数量調査(目視による確認作業）は含みます。

⑤既存プール棟のハッチング部分が平面範囲となります。
既存下部水処理棟への影響から、プール棟内部以外制約積載過重は敷
鉄板含めてトラッククレ－ン25ｔ、バックホウ0.5㎥までとします。
グランド砂と敷鉄板と重機圧力で６ｔ/㎡までとします。敷鉄板下は厚さ60ｃ
ｍ以上の砂（既設土）を確保してください。

上記と同じ
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設計書の７００人を正としてください。【特記仕様書】　５ページ第８条　(交通誘導員の配置について）
　交通誘導員Ｂ　総数（参考）５６０人
と記載がありますが、設計書の交通誘導員は７００人と記載され
ています。７００人が正と理解してよいか、ご教授下さい。

【図面名称】　番号AM-01　２．工事仕様　２．特記仕様書
　●一般共通事項　●施工調査
家屋調査は該当なしと理解して良いかご教授下さい。また、改
修標準仕様書第１偏１．５．１及び１．５．２の該当内容について
ご教授下さい。

【図面名称】　番号A－４７　仮設計画図（１）
　［参考］にある、（既存プール棟エリア）の平面範囲をご教授下
さい。
　また、既存水処理棟（土木構造物）の制約積載荷重をご教授
下さい。

【図面名称】　番号A－４７　仮設計画図（１）
　上部運動公園　［下部水処理棟（土木構造物）］の制約積載荷
重が有ればご教授下さい。
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【図面名称】　番号A－４８　仮設計画図（２）
　ゲートボール場下には土木構造物等は存在せず、制約積載
荷重がないものと理解して良いかご教授下さい。
　また、ゲートボール場からプール棟までの作業員等（大型重機
除く）の移動ルートに指定等が有ればご教授下さい。

ゲートボール場には、荷重制限はありません。また、ゲートボール場から
プール棟までの移動ルートにおいては、特に指定はありません。
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アスベスト濃度測定について

フレキシブルボードの撤去時は法的には対象外ですが必要にな
りますか。
配管、ダクトは撤去内訳にありませんが、濃度測定も無しでよろ
しいですか。

Ａ-4図に依る。設計書の『積上げによる共通仮設費』に記載のとおり、フレ
キシブルボード・配管・ダクトにおいて、濃度測定は、必要となります。


